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５歳児健康診査事業について 

 

１．目的 

・特別な配慮が必要な児を年中の時期に把握し、個々の状況に合わせた支援をすることで、就学

前後の成長・発達を支援する。 

・保護者がわが子の特性や課題などに気づきを持ち、こどもへの適切な関わりや配慮を理解し、

対応することで就学後の集団生活への適応を図る。 

 ・就学前後のフォローアップ体制として、保健・医療・福祉・医療の分野が連携・協議しなが

ら、切れ目のない支援体制の構築を行う。 

 

２．背景 

・発達障害児において、就学後に対人関係、行動、コミュニケーション、社会性に問題を有する

ことが多く、不登校などの二次障害を示しやすいと指摘されている。 

・就学時に特別な教育的配慮が必要な児に対して早期介入を実施することにより、発達課題につ

いて保護者の気づきや就学適応が向上することが期待される。 

・学童期、思春期の健康増進に向けて、運動習慣及び睡眠時間の確保、適切なメディア利用及び

食習慣の習得といった保健指導を就学前に行うことが重要である。 

・妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産から就学前

まで切れ目ない健康診査の実施体制を整備することを目的に、国が令和５年度第１号補正予算

において５歳児健康診査事業の実施に係る費用助成を示し、全国の自治体で実施を目指すとさ

れた。 

 

３．対象年齢 

 おおむね４歳６か月～５歳６か月（年中児） 

 

４．５歳児健康診査イメージ（国資料抜粋） 

  

第２回こども家庭審議会成育医療等分科会

（令和５年１１月２２日） 資料より 
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５．プロジェクトチーム設置の目的 

 ・就学前後の切れ目のない支援体制を構築する。 

・庁内関係各課や、庁外の保健、医療、教育、福祉の関係者が連携したフォローアップ体制を構

築する。 

 

６．庁内外プロジェクトチーム会議について 

 ・参加者：庁外９団体９名、庁内（事務局含む）９課２１名 

・第１回：令和６年７月２２日（月） 

協議事項：5歳児健康診査の実施体制等について 

巡回型一次スクリーニングを利用した一般健康診査と健診後の事後フォローとして事後相談事業を

一体的に実施するという方向性で合意となった。 

 ・第２回：令和６年９月９日（月）に開催予定 

５歳児健康診査の実施体制の詳細イメージや課題等について、協議を実施予定。 

 

庁外（50音順）                 庁内（部局順） 

1 一般社団法人 浜松市医師会   1 健康福祉部 障害保健福祉課 

2 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団  2 健康福祉部 中央健康づくりセンター 

3  社会福祉法人 ひかりの園  3 健康福祉部 浜名健康づくりセンター 

4 特定非営利活動法人浜松政令市医師会  4 健康福祉部 天竜健康づくりセンター 

5 浜松市障がい者基幹相談支援センター  5 こども家庭部 子育て支援課 

6 はままつ児童発達支援ネットワーク連絡会  6 こども家庭部 幼保運営課 

7 浜松市発達相談支援センター「ルピロ」  7 学校教育部 教育支援課 

8  浜松市私立幼稚園協会  8 学校教育部 健康安全課 

9 浜松民間保育園長会   事務局 健康福祉部 健康増進課 

 

 

 

 

 

 


